
久留米市避難行動要支援者支援制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、災害対策基本法第 49条の 10及び久留米市地域防災計画（平成 31年

2 月 8 日改定）に基づき、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）の調製等に関

し必要な事項を定めることにより、避難行動要支援者が安心して暮らすことができる体

制を整備することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 避難行動要支援者 

 次に掲げる者のうち、在宅の者で、災害が発生し、また災害が発生するおそれがあ

る場合に、自力又は家族の協力による避難が困難なもの 

ア 要介護３、４、５の認定を受けている者 

イ 身体障害者手帳１級又は２級の交付を受けている者 

ウ 療育手帳Ａの交付を受けている者 

エ 精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

オ 要配慮者であって、名簿情報の避難支援等関係者への事前提供に同意するもの 

カ 平成３１年１月末日現在において、災害時要援護者名簿に登録をしていた者 

（2） 名簿登録者 

  前号に掲げる者のうち、避難支援等関係者への名簿情報の共有に同意をするもの 

(3) 避難支援等関係者 

 避難行動要支援者の避難支援等の実施に携わる次に掲げる者 

  ア 自治会などを構成団体とする校区コミュニティ組織（自主防災組織） 

  イ 市民生委員児童委員協議会 

   ウ 市社会福祉協議会 

エ 校区社会福祉協議会 

オ 消防本部 

カ 消防団 

キ 警察 

(4) 地域協力者 

   名簿登録者又は市、校区コミュニティ組織（自主防災組織）が選定した近隣の個

人または団体で、本人の安全を十分に確保した上で次に掲げる役割を担う者 

 ア あいさつ、声かけ等による名簿登録者の日常的な見守り、状況把握 

イ 災害が発生し、また発生する恐れがある場合における名簿登録者への避難情報の



伝達、安否確認、避難誘導等の避難支援 

(5) 一覧表 

 名簿のうち、名簿登録者の一部の情報について、各自治会または自治区等ごとに記

載したもの（様式 1） 

(6) 台帳 

 名簿のうち、名簿登録者の全部の情報について、登録者ごとに作成したもの（様式

２）                    

２ 地域協力者の支援は、任意の協力により行われるものであって、義務、責任を負う

ものではないものとする。 

 

（避難行動要支援者への名簿登録促進） 

第３条 市長は、避難行動要支援者の情報の集約に努め、避難支援等関係者の協力のもと、

避難行動要支援者に対し名簿への登録を促進するものとする。 

２ 市長は、名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者に関する情報を、その保

有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

 

（名簿への登録申込） 

第４条 名簿への登録を希望する避難行動要支援者は、避難行動要支援者名簿登録申込書

兼同意書（様式３。以下「登録申込書」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 前項の場合において、避難行動要支援者が筆記困難又は意思表示を行うことが困難な

場合等で登録申込書を作成できないときは、当該避難行動要支援者からの聞き取り等に

より親族、同居の者、担当民生委員等が作成を代理することができる。 

３ 避難行動要支援者が地域協力者を選択したときは、当該地域協力者からの同意を得た

上で登録申込書を作成するものとする。                         

   

（名簿の調製） 

第５条 市長は、前条の規定に基づく登録申込みがあった場合には、内容を確認し、名簿

登録の可否を決定する。 

２ 市長は名簿登録を決定したときは、速やかに名簿を調製するものとする。 

 

（地域協力者情報の登録） 

第６条 市長は、第４条の規定に基づく登録申込時に名簿登録者による地域協力者の指定

が無かった場合には、避難支援等関係者とともに、名簿を活用した図上訓練等において

地域協力者の選定等に努めるものとする。                    

２ 避難支援等関係者は、前項の規定により地域協力者の選定に努め、地域協力者となる

ことに同意した個人からは、地域協力者登録届出書兼同意書（様式４）を徴し、市長に



提出するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により地域協力者登録届出書兼同意書の提出を受けたときは、台

帳に地域協力者情報を追加登録するものとする。 

 

（地域協力者活動保険への加入） 

第７条 市長は、地域協力者本人からの同意を得て、台帳に登録した地域協力者（組織・

団体等を除く。）を被保険者として、第２条第４号ア及びイの活動を対象とする保険に加

入するものとする。 

 

（市から避難支援等関係者への一覧表及び台帳の共有） 

第８条 市長は、調整した一覧表及び台帳を、避難支援等関係者と共有するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により一覧表及び台帳を共有する前に、校区コミュニティ組織（自

主防災組織を含む。以下同じ。）の長など、避難支援等関係者との間で個人情報保護に関

する協定を締結するものとする。 

３ 市長は災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、避難行動要支援者の生

命または身体を災害から保護するため特に必要があると認めるときは、避難行動要支援

者の同意の有無に関わらず避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他

のものに対し、一覧表を提供することができる。 

 

（校区内での一覧表及び台帳の共有） 

第９条 校区コミュニティ組織の長は、校区内の避難支援等関係者を代表して一覧表及び

台帳の提供を受けたときは、提供を受けた一覧表及び台帳を校区コミュニティセンター

に保管し、第１７条各号の用途に活用するとともに、当該避難支援等関係者と共有する

ものとする。                     

 

（一覧表及び台帳の管理） 

第１０条 市長は、一覧表及び台帳の提供を受けた避難支援等関係者に対し、次に掲げる

事項を遵守させるものとする。 

(1) 紛失や記載情報の漏洩等がないように適正な管理下に置くこと。 

(2) 記載情報を目的以外に使用しないこと。 

(3) 名簿登録者について知りえた情報を第三者に漏らさないこと。避難支援等関係者を

退いた後も同様とする。 

(4) 複製、転写及び電子情報化をしないこと。 

(5)  避難支援等関係者を退く際には、後任者に確実に名簿の引継を行うこと。後任者の

ない場合は市に返還を行うこと。 

２ 校区内の避難支援等関係者を代表して一覧表及び台帳の提供を受けた校区コミュニテ



ィ組織の長は、当該校区内の避難支援等関係者に前項各号の事項を遵守させるものとす

る。 

３ 市長は災害に備え、名簿情報について、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも保管を

するように努めるものとする。 

 

（名簿登録者の登録抹消及び登録事項の変更） 

第１１条 名簿登録者又はその代理人は市外への転居や医療機関への入院、福祉施設への

入所などにより、避難に支援を必要としなくなったとき、又は名簿に登録している事項

に変更が生じたときは、避難行動要支援者名簿登録（抹消・変更）届（様式５）を市長

に提出する。 

２ 市長は、避難行動要支援者名簿登録（抹消・変更）届の提出を受けたときは、速やか

に当該名簿登録者の情報を名簿から抹消、または変更するものとする。 

 

（名簿登録者登録抹消の特例） 

第１２条 市長は、名簿登録者が死亡した場合、市外への転出、医療機関への入院、福祉

施設への入所により自宅に戻る見通しが立たない場合又は本人が所在不明となった場合

には、名簿登録者又はその代理人からの避難行動要支援者名簿登録（抹消・変更）届の

提出によらず、名簿登録の抹消処理を行うことができるものとする。 

 

（地域協力者の交代及び登録事項の変更） 

第１３条 地域協力者は、校区外への転居等の事情により名簿登録者の支援を行えなくな

ったとき又は登録情報に変更が生じたときは、地域協力者登録（抹消・変更）届（様式

６）を提出するものとする。 

２ 避難支援等関係者は、地域協力者が転居等により活動を行うことができないと認める

ときは、当該地域協力者に代わり、地域協力者登録（抹消・変更）届を市長に提出する

ことができるものとし、新たな地域協力者の選定を行った際には、第６条第２項の規定

に準じ、届出を行うものとする。 

３ 市長は、地域協力者が死亡した場合や、市外への転出、医療機関への入院、福祉施設

への入所により自宅に戻る見通しが立たない場合、本人が所在不明となった場合には、

地域協力者又は避難支援等関係者からの地域協力者登録（抹消・変更）届の提出によら

ず、当該地域協力者について、名簿登録の抹消処理を行うことができるものとする。 

 

（名簿の更新） 

第１４条 市長は、避難支援等関係者等から情報を収集し、随時、名簿に記載された情報

の更新を行い、少なくとも毎年 1 回以上、避難支援等関係者に変更後の一覧表及び台帳

を提供するとともに、変更前の一覧表及び台帳を回収するものとする。 



２ 避難支援等関係者は、一覧表及び台帳の提供を受け、変更前の一覧表及び台帳につい

て返還を求められたときは、提供を受けていた変更前の一覧表及び台帳を速やかに市長

に返還するものとする。 

３ 一覧表及び台帳を提供された避難支援等関係者は、情報の確認を行い、異動等があっ

た場合については、市長に名簿登録者現況確認結果届（様式７）により報告を行うもの

とする。              

 

（登録情報及び名簿登録者の状況確認） 

第１５条 市長は、本制度の運用にあたって必要と認めるときは、名簿登録者又は台帳に

登録される緊急連絡先となる者若しくは地域協力者の情報について、本人又は避難支援

等関係者に確認することができるものとする。 

２ 市長は、災害時等において名簿登録者の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急

かつやむを得ないと認められるときは、避難支援等関係者又は台帳に登録される緊急連

絡先となる者、地域協力者に対し、名簿登録者の安否等に関して報告を求めることがで

きるものとする。 

 

（事故の際の報告） 

第１６条 市長は、一覧表及び台帳の提供を受けた避難支援等関係者が、一覧表又は台帳

の紛失等の事故を生じさせたときは、市長に対して速やかに避難行動要支援者名簿に関

する届（様式８）を提出させるものとする。 

２ 市長は、前項による報告を受けたときは、避難支援等関係者とともに、原因の究明、

被害の実態把握及び被害拡大や再発の防止に努めるとともに、その他必要な措置を講じ

るものとする。 

 

（避難支援等関係者による支援） 

第１７条 名簿の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる用途に名簿を活用し、名

簿登録者の支援体制構築に努めるものとする。 

(１)あいさつ、声かけ等による名簿登録者の日常的な見守り、状況把握 

(２)名簿に未登録となっている対象者への名簿登録の促進 

(３)名簿を活用した図上訓練、実働の避難訓練、防災訓練等への参加 

(４)名簿登録者ごとの避難場所、地域協力者の選定などの個別支援計画の具体化 

(５)災害が発生し、また発生する恐れがある場合における名簿登録者への避難情報の伝達、

安否確認、避難誘導及び市への連絡等 

(６)その他、避難行動要支援者の支援に関すること 

 

（避難行動要支援者の備え） 



第１８条 避難行動要支援者は、避難支援等関係者や地域協力者の不在や被災により支援

が困難になる場合に備えて、可能な範囲で次に掲げる自助の取組みに努めるものとする。 

(１)名簿への登録 

(２)避難支援等関係者や地域住民と日頃からコミュニケーションをとり、災害時の支援協

力を依頼 

(３)災害に応じた避難場所・避難ルートの確認 

(４)避難場所への移動方法の確認 

(５)災害に備えた食糧・備蓄品等の準備 

(６)名簿を活用した図上訓練、実働の避難訓練、防災訓練等への参加 

 

第１９条 この要綱に定めるものの他必要な事項は別に定める  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年２月８日から施行する。 

（要綱の廃止） 

２ 久留米市災害時要援護者名簿登録制度実施要綱（平成２２年１１月１６日策定）は、

廃止する。 

 


